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獣害対策を通して持続可能な地域を目指す

はじめに

⚫近年、全国的に獣害は深刻化

• 農作物被害の他に農業基盤被害・生活被害

があり、数字以上に深刻な状況

⚫京丹後市宇川地区の獣害も深刻

⚫獣害問題の解決には地域全体で持続的

に取組むことが必要

• 人口減少や高齢化の中、十分な対策が行え

ていない
出典：京丹後市提供

シカが民家に近い田畑を
荒らしている
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地域の概要
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宇川の基本情報

⚫ 人口：1,193人
⚫ 高齢化率： 48.5％
⚫ 上宇川･下宇川の14集落から成る
14集落のうち、
人口10人未満の集落が3集落
高齢化率が50％を超える集落が6集落
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人口減少による影響
2002年：京都北部信用金庫 撤退（金融機関が宇川からなくなった）
2010年：中学校 閉校
2019年：スーパーにしがき宇川店 撤退（販売店が宇川からなくなった）



久僧
⚫下宇川の集落
⚫人口：167人
⚫世帯数：80世帯
⚫「宇川アクティブライフハウス」「宇川
加工所」「宇川温泉よし野の里」といっ
た住民の活動拠点が存在する。

久僧を今回の研究の主な現地実態調査の場とし、里山・林道
の整備、防護柵、獣害の現状調査等、様々な現地調査を行った。

図の青線は今里ゼミが実際に山を歩いた線
「YAMAP」より抜粋

宇川アクティブライフハウス 宇川温泉よし野の里
（今里ゼミ撮影）



研究手法



１社会実験
• プロジェクト活動
ジビエカレー商品化、木材イベントの
実施

２ヒアリング調査
• 現地でのヒアリング
• オンライン上での宇川住民

とのミーティング

３現地実態調査
• 山や田畑の状況など、詳細

な実態調査

４アンケート調査 • 区長アンケート



１社会実験

木材イベント実施

ジビエカレー商品化

・六次産業化、地域外への広報
を目的とする

・地域資源の有効活用
・クラウドファンディング実施

・自然資源の良さを伝えること
を目的とする

・自然資源の再活用

・オンライン上で宇川住民との
ミーティングの他にも、
合計52人に実施

２ヒアリング調査



ヒアリング先一覧
⚫ 石川智也氏（タカシマコテージ）

⚫ 市瀬拓哉氏（京都府立 丹後 海と星の見える丘公園指定管理者）

⚫ 井上理紗氏（移住者、移住促進部会）

⚫ 稲本満（和風BARゆず）

⚫ 江口和氏（株式会社RE-SOCIAL）

⚫ 大木史帆氏（地域おこし協力隊、宇川加工所）

⚫ 奥口陽登氏（林業従事者、元地域おこし協力隊）

⚫ 小倉伸氏（宇川連合区長会代表）

⚫ 小倉れい子氏（宇川加工所、民生委員）

⚫ 笠井大輝氏（株式会社RE-SOCIAL）

⚫ 川渕一清氏（社会福祉法人みねやま福祉会 まちの人事企画室）

⚫ 京丹後市農林整備課

⚫ 京都府丹後広報振興局

⚫ 高知県庁

⚫ 高知県土佐郡大川村・大川村集落活動センター結いの里

⚫ 小林文博氏（宇川アクティブライフハウス運営委員会事務局長）

⚫ 坂田真慶氏（丹後暮らし探究者）

⚫ 関奈央弥氏（丹後バル運営代表、カレー缶詰ご協力、元地域おこし協力隊）

⚫ 津田義郎氏（京都府農林水産技術センター畜産センター碇高原牧場）

⚫ 徳島県勝浦郡上勝町・株式会社いろどりスタッフ

⚫ 徳島県勝浦郡上勝町・上勝町役場職員

⚫ 徳島県勝浦郡上勝町・合同会社パンゲアスタッフ

⚫ 徳島県名西郡神山町・認定NPO法人グリーンバレー

⚫ 戸根嘉郎氏（染物業、今里田提供者兼管理者）

⚫ 中江忠宏氏（NPO法人全国まちづくりサポートセンター丹後支所代表）

⚫ ハミルトンじゅん子氏（料理研究家）

⚫ 兵田大和氏（猟友会）

⚫ 堀江良平氏（京丹後市民局職員）

⚫ 増田昌代氏（ 宇川加工所、京都府里の公共員、宇川アクティブラ

イフハウス）

⚫ 俣野裕哉氏（司法書士）

⚫ 丸山桂氏（ロケット探偵団所属デザイナー）

⚫ 村上幹生氏（京都府北部地域大学連携機構）

⚫ 山口洋子氏（宇川加工所代表）

⚫ 山中勇史氏（猟師）

⚫ 山本ゆみ氏（レストこのしろオーナー）

⚫ 吉本宏雄氏（久僧の住民）

⚫ 和田ゆうき氏（民宿せいき荘） 他

合計52人！



３現地実態調査

防護柵の調査
→山際の防護柵
設置状況

→破壊されても
修繕されていない

山道の調査
→荒廃状況
→山道が
なくなってる

（今里ゼミ撮影）

2020年11月5日～11月15日
宇川14集落の区長を対象に「獣害」に
対するアンケートを実施
（回答数11集落/14集落）

４アンケート調査



問題の所在



全国農作物被害額の推移

家庭菜園の被害額は含まれていない

（「農林水産省（2018年度）全国の野生鳥獣による農作物被害状況」
をもとに今里ゼミ作成）

⚫ 農林水産省によると、2018年の農作
物被害額は約158億円にのぼる

⚫ 2012年以降、獣害被害は減少傾向に
あり、2010年に約239億円だった被
害額は約33.9％減少し、2018年は－
81億円の約158億円となった

⚫ この被害額には家庭菜園は含まれてお
らず、実際に数値として現れていない
被害が多くあると予測される

－81億円
約239億円
（2010）

約158億円
（2018）



日本の獣害に関する政策
1999年 鳥獣保護法改正 都道府県知事が特定鳥獣保護管

理計画を作成できるようになる

2007年 「鳥獣による農林水産業等に
係る被害の防止のための特別
措置に関する法律」制定

市町村が被害防止計画を策定す
ることになる

2014年 鳥獣保護法改正
「鳥獣の保護及び管理ならび
に狩猟の適正化に関する法
律」に名称変更

従来の「鳥獣保護」を基本とす
る施策から「鳥獣の管理」のた
めの施策へ

2015年 第二種特定鳥獣管理計画施行 計画的な捕獲・駆除が行われる
ようになる



京丹後市農作物被害額の推移

「鳥獣被害の軽減」を望む意見が
約30％と最も高い

（「2019年度京丹後市被害・捕獲資料」をもとに今里ゼミ作成）

⚫ 獣が農作物に与える被害額が、2018年は約2,367万円と、2011年に比べ、
約5,183万円減少（約68.6％減）

⚫ 2011年に策定された「京丹後市鳥
獣被害防止計画（第2期）」以降、
より獣害対策が強化されたことに
よって被害額が減少したと考察

⚫ 「京丹後市環境基本計画（第2期）」
（2011年）によると、市民調査にお
ける改善項目では｢鳥獣被害の軽減｣
を望む意見が約30％と最も高い



京丹後市実施事業

・ニホンジカ捕獲強化事業
・捕獲鳥獣の有効活用
・捕獲施設設置支援
・捕獲体制の再編

・集落への意識啓発
・サルの追い払い
・防護柵の設置

鳥獣被害防止計画



不安に感じていること、困っていること
（丹後町中学生以上全員まちづくりアンケート調査：2018年井月実施

丹後町で「不安に感じていること、
困っていること」として、
有害鳥獣に関する回答が最も多く、
901人中519人（約57.6％）

宇川地区の獣害の現状
（区長アンケートより）

• 農作物被害 収穫前の稲穂、収穫時期の野菜、庭の果樹を食べられた等
• 農業基盤被害 イノシシによる水路の掘り起こし等
• 生活被害 人家に侵入等

「丹後町中学生以上全員まちづくりアンケート宇川版（2018年）」
をもとに今里ゼミが作成



宇川地区農作物被害額

⚫ 宇川地区の2017年農作物被害額は327万円

⚫ 内訳としては販売用が21万円、家庭菜園が
306万円となっている（農林整備課提供資
料より集計)

⚫ 農作物被害においては、個人所有の家庭菜
園の現状については府、市では把握できず、
対策もなされていないため、販売用よりも
家庭菜園に与える影響が大きいことと考察

（宇川住民撮影）



Q：この20〜30年程度の
長期的な獣害推移を
教えてください

回答した全集落が
獣害増加を感じている

（「今里ゼミが実施した区長アンケート」をもとに今里ゼミ作成）

「増加」

１０集落

「やや増加」
１集落

「良い」

８集落

「やや良い」

３集落

Q：集落同士が連携することに
ついてどう思いますか？

回答した全ての集落が
連携に肯定的

しかし、まとめる組織がない



宇川地区の獣害対策

⚫ 地域全体で行っていること
・集落ごとにある水利組合が中心となって実施している

具体的に…
・防護柵・電気柵の設置
・捕獲檻の設置
・呼びかけによる農作物残渣の防止
・捕獲員に狩猟要請

⚫ 個人で行っていること（家庭菜園）
・補助の対象外で、個人に任せられている

➡防除にかかる費用・労力が
負担になっている （今里ゼミ撮影）



捕獲後の獣の活用方法
問題
➡宇川地区では2019年に160頭の獣が捕獲され
たが、ジビエ肉として活用されておらず、全て
の獣が埋設され捨てられている

要因
➡宇川地区内にはジビエ肉加工処理施設がなく、
最も近い施設「京たんごぼたん・もみじ比治の
里」まで1時間以上かかるため、食肉加工が困難

⚫ 全国各地のジビエ加工処理は393施設（日本
ジビエ振興協会）あるが、全国のシカ・イノ
シシの捕獲頭数約124万頭のうち、9%（約
11万頭）しか食肉加工が行われていないとい
う実態がある （今里ゼミ撮影）



問題の分析



（1）不十分な防除
（2）入山者の減少
（3）耕作放棄地の存在
（4）住民の無意識的な餌付け

獣害が起こる要因



①防護柵の設置

久僧集落

防護柵は山際に隈なく設置しなければ、十分に効果
を発揮できない。しかし、宇川では丸で示した部分
に穴がある。
また、獣によって破壊された箇所が人口減少、高齢
化による担い手不足により、破壊されたままになっ
ている。

←獣に破壊された
ままの柵

（今里ゼミ撮影）



②集落への啓発活動
【行政が行っている取り組み】
• 講演会による啓発活動
• 捕獲員の養成研修
• 猟友会の支援
• 住民向けの説明会

しかし、今里ゼミが実施した区長アン
ケートでは、
「捕獲や農作物の防除ばかりに意識が
向けられてる」との記述があった。
→防護柵等による防除関する意識啓発
が十分にされていない。

ここでの追い払いは、パチンコや電動ガン等を利用した意識的に獣を
追い払うための対策である。追い払いは集団で、継続することで十分な効果が
発揮される（山端 2010）。
→しかし、宇川では個人での追い払いしかされておらず、本来の追い払いが
実施できていない。

③追い払いの実施



（1）不十分な防除
（2）入山者の減少
（3）耕作放棄地の存在
（4）住民の無意識的な餌付け

獣害が起こる要因



①農山村の生活様式の変化

1950〜60年代
山にスキーをするためや、風呂を沸かすために薪炭を取
りに行ったりと、山に立ち入る機会が多く農山村には活
力があった。

1960〜70年代
エネルギー革命後、燃料は薪炭に代わって石油になった
ことで必要なくなり、人口は都市へ流出した。

2000年以降
農山村の過疎化が深刻になる。
40〜50年間、山に立ち入る人はほとんどいなくなり、
獣害問題が顕在化してくるようになった。

（宇川住民へのヒアリングより）



②森林関係の従事者の減少と高齢化

狩猟者
京丹後市役所ヒアリングより

宇川の狩猟者数は、捕獲班員が７名、罠免許のみ
が５名、銃・罠両方保持者が２名存在する。
しかし、専業で狩猟を行っている人は少ない。

昔は地域住民や林業従事者が山の手入れをしていたことから動物の無意識的な追い払いが
行われていた。しかし、近年林業従事者や狩猟者の高齢化等の影響により減少傾向にある。

1975年
517,700人

2016年
199,700人

全国狩猟者数の推移

31,800人減少

林業従事者
京都府丹後振興局ヒアリングより

2018年の京都府全体の林業従事者は409人、
丹後局45人、京丹後市18人存在する。

1980年
146,000人

2015年
45,000人

101,000人減少

（環境省「年齢別狩猟免許保持者数」をもとに今里ゼミ作成） （林野庁「林業労働力の動向」をもとに今里ゼミ作成）



荒れて作業が困難な山道
（今里ゼミ撮影）

現在は木が生い茂って山道が喪失している。伴って入山者が減少
しており、獣への無意識的な追い払いの効果が喪失している。

③山道の喪失
━：今は存在しない山道

現在は存在しない宇川地区の山道
（宇川住民吉本氏作成）



（1）不十分な防除
（2）入山者の減少
（3）耕作放棄地の存在
（4）住民の無意識的な餌付け

獣害が起こる要因



①宇川地区耕作放棄地面積の推移

宇川の荒廃・改廃水田は約7ha、自己保全管理水田は
約30haである。耕作放棄地の面積は年々増加している。

（「農業センサス」をもとに今里ゼミ作成）

24ha
（2005）

32ha
（2015）

＋8ha

宇川地区耕作放棄地面積の推移



②山際の耕作放棄地
山際の耕作放棄地が増加している。
耕作放棄地は山の麓に多くあることで、森林拡大がしやすい状況になる。
耕作放棄地が獣の隠れ場となり、さらに山際に耕作放棄地があることで、
森林が拡大しやすく、獣の生息範囲を広げてしまう（武山ら 2006）。
結果的に獣が里に近づきやすくなり、獣害につながっている。

（国土地理院をもとに今里ゼミが作成）



（1）不十分な防除
（2）入山者の減少
（3）耕作放棄地の存在
（4）住民の無意識的な餌付け

獣害が起こる要因



（4）住民の無意識的な餌付け

ひこばえや収穫残渣、傷んだ野菜を放置されることにより、高栄養な食べ物が
獣にとって、容易に取得可能となっている（藤井ら 2004）。
宇川でも、ひこばえや上手く育たなかった、傷んだ野菜が放置されている。
そのため、集落や農地に獣を呼んでいる。

（今里ゼミ撮影）



政策提案に向けて



住民が主体となった解決方法が必要

（１）不十分な防除
（２）入山者の減少
（３）耕作放棄地の存在
（４）住民の無意識的な餌付け

分析より獣害の発生要因を考察



政策提案



合同会社けものがたり

• 宇川地区全体で獣害対策を実施していく会社

• 獣害対策の持続化と地域の持続可能性に貢献
できる会社を目指す

• 獣害発生の4つの要因に対応した課を設け、そ
れぞれで獣害対策の具体的な事業を展開する



⚫ 出資者（社員）＝経営者の会社形態
➡地域住民が出資者であることで、自分たちで作った自分たちの会社だという
意識を持つことが可能となる。

⚫ 出資金額にかかわらず1人1票
➡平等に議決権が与えられるため、地域で運営するにあたって公平性を担保し
やすく、広く住民の意見を取り入れられる。

⚫ 時間・費用をかけることなく、手続きも容易
➡会社の立ち上げを簡単に行えるため、獣害対策に早急に取り組み始めること
が可能となる。

⚫ 自由度が高い
➡事業内容を自由に設定できるため、多角的に獣害対策を実施できる。

なぜ合同会社なのか

（五十嵐 2017）



合同会社の実施体制

正社員構成

• 代表 1人

• 各事業代表正社員 5人

• 総務社員 5人

• 各事業正社員 5人

計16人

本拠地：宇川温泉よし野の里
協力団体：水利組合・宇川加工所・猟友会 等

初年度収支予定
収入：+5483万円
支出：－4713万円

➡ +770万円



合同会社けものがたり

出資者
（社員） 行政

宇川加工所

水利組合

宇川温泉
協力金

場所提供 事業連携

事業展開・協力 事業展開・協力

農山
林課

ジビエ
課

餌付け
対策課

耕作放棄
地対策課防除課

役員
正社員

アルバイト

出資金・経営

補助金

協力金

宇川区長連合会

配当



出資金 （主に地域住民・関係人口から募る）

⚫ 地域住民：3000円×380人+1000円×300人＝144万円
※丹後町中学生以上全員まちづくりアンケート調査宇川版で獣害を困っていることと挙げた
519人から農家数を引いた人数（380人）と、地域住民の7割（815人）から、380人と農家
数（135人）を引いた数（300人）。

⚫ 農家：4万円×135人＝540万円
※1年間の被害額が農家1件当たり約2万円であるため、今後も被害を受けることを考慮すれば、

4万円出資すると想定。
※区長アンケートより宇川地区内に家庭菜園126戸、兼業農家70戸と推定する。

⚫ 関係人口：5000円×50人＝25万円
※クラウドファンディングより推測

合計709万円



各事業内容



実施者：正社員、アルバイト（地域住民優先）
収支：収入→なし

支出→アルバイト雇用費
➡－183万円／年

山際の柵の見回り
追い払い

修繕箇所報告

• 修繕が必要な柵の確認
• 京丹後市から支給のロケット花火使用

• 総務に修繕箇所を報告
• 総務が補助金調整日程調整

・継続的な柵の見回り、追い払いが可能になる
・里に侵入する獣の数が減る
・地域に新たな雇用を生み出す

①防除課 A）見回り・追い払い事業



柵の修繕・新設
（山際）

• 有料で個人所有の田畑の柵の設置
• 出資している人に対して割引を行う

実施者：正社員、アルバイト（地域住民優先）、水利組合
収支：収入→鳥獣害防止総合対策交付金、修繕依頼費

支出→正社員・アルバイト雇用費、資材費
➡－562万円／年

柵の修繕・新設
（個人）

• 集落が管理していた柵の修繕・新設
• 補助金を利用しながら不定期で実施

・被害が減少する
・地域に新たな雇用を生み出す

①防除課 B）柵の修繕・新設事業



実施者：正社員、宇川地区の林業従事者、今里ゼミ
収支：収入→新たな森林空間利用創出対策補助

支出→運営費
➡０円／年

・山に入る人の増加に伴い、無意識的な追い払い効果
・地域住民の山への関心が高まる
・宇川地区を訪れる人の増加

②農山林課 C）木材イベント事業

ロングトレイル

自然教育

• 宇川の山をめぐるツアーの実施
• イベント実施に伴って山道整備

• 宇川小学校で自然教育を行い、
自然と触れ合う機会をつくる

山の整備講座
• 山の整備、管理に関するレクチャー
• 木工製品づくり



実施者：正社員、行政書士
収支：収入→書類手続きサポート費

支出→正社員雇用費、行政書士雇用費、事務経費
➡－355万円／年

・獣の隠れ場所がなくなる
・新たな産業の創出
・耕作放棄地の増加の防止

③耕作放棄地課 D）農地活用サポート事業

貸し手
農地を

貸したい人

農地バンク
（農地中間管
理機構）

借り手
農地を

借りたい人



ジビエ商品の開発・生産・販売

捕獲された獣の買取

ジビエ商品活用

実施者：正社員、協力団体、今里ゼミ
収支：収入→売上、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

支出→正社員雇用費、買い取り費、団体協力費、施設維持費
➡＋1941万円/年

• 1頭2万円で買取（京丹後市1万5千円）

• 精肉化
• ソーセージ・ハム等の加工製品（長期間販売可能）

• ふるさと納税の返礼品

・宇川地区内での経済循環が生まれる
・狩猟の活発化による入山者の増加
・狩猟者の増加

④ジビエ課 E)ジビエ商品化事業



廃校の活用

設備がある程度揃っているため
初期費用を抑えられる

⚫脇道に入っていった先にある学校
⚫荒らされることもなく、非常にいい
状態で残されている

⚫山奥で人通りが少ない
⚫以前キャンプ場として使われていた
⚫排水設備が整っている

虎杖小学校

（今里ゼミ撮影）



実施者：正社員、専門家（農作物被害鳥獣アドバイザー）
収支：収入→起業支援事業費補助金

支出→正社員雇用費、専門家招聘費
➡－300万円/年

適切な残渣処理方法・ひこばえ勉強会
• 専門家を招聘
• 実践を交えた勉強会開催

・住民が無意識的な餌付けに気づき適切な処理をするようになる
・無意識的な餌付けをなくし、獣が里に下りてくることを防ぐ

⑤餌付け対策課 F)餌付け対策事業



実施者：正社員
収支：収入→出資金、地域・企業ビジネス導入・創業促進事業補助金、融資

支出→正社員雇用費、事務経費
➡＋229万円/年

役員は出資者が決める

役員候補者

• 宇川連合区長会（14人）
• 宇川アクティブライフハウス運営委員
• 獣害対策に積極的な住民

等

⚫ 補助金申請
⚫ 行政機関との調整
⚫ 資金管理
⚫ 人事管理
⚫ 融資

⑥総務



効果



獣害対策の効果
⚫合同会社の設立によって

→利益を出しながら、その利益を獣害対策に配分する仕組
みができる。

→収益性の低い事業への資金の供給が容易になる。

→マンパワーの補充が容易になることで、人手不足の解決
につながる。

➡継続的な事業展開が可能となり、獣害対策
の個人の肉体的労働、金銭的負担が軽減され、
獣害対策が徹底される。



地域全体で獣害対策に取り組むことができれば、協

力意識の向上が見込まれ、獣害対策にとどまらず住民

による積極的な地域づくりを図ることができる。

事業展開により、新たな雇用が創出されるため、宇

川住民の流出を防ぎ、外部から宇川への関係人口の増

加も見込むことが可能になる。宇川の経済的好循環や

生活インフラの整備が期待できる。

➡獣害対策を通して、持続可能な地域に近づく

と考えられる。

地域への効果



宇川では、獣は住民にとって邪魔ものと考えられて
いるが、地域資源となることが分かった。住民が出資
者となる合同会社が設立されることで、地域全体で獣
害対策に持続的に取り組むことができる。

この「合同会社けものがたり」の仕組みが獣害に悩
まされている他の農山村地域に応用され、持続可能な
農山村地域が増えることを願う。

おわりに
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